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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年７月１２日 １０時２５分ごろ 

発生場所 千葉県一宮町東浪
と ら

見
み

海岸東方沖 

太東港南防波堤灯台から真方位３５４°１.３海里付近 

（概位 北緯３５°２１.１′ 東経１４０°２３.９′） 

事故の概要 漁船伊東
い と う

丸は、地曳
じ び き

網漁の操業中、転覆した。 

伊東丸は、船長及び乗組員１人が負傷し、全損となった。 

事故調査の経過 平成２７年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか 1人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 伊東丸、１.０トン 

ＣＢ３－７６２６５（漁船登録番号）、個人所有 

６.９３ｍ×１.６７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６０.００kＷ、平成３年３月３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和６１年１１月４日 

  免許証交付日 平成２３年５月３１日 

         （平成２８年１１月３日まで有効） 

乗組員Ａ 男性 ６８歳 

 死傷者等 軽傷 ２人（船長及び乗組員Ａ） 

 損傷 全損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、水温 約２２℃  

房総半島沖は、沿岸波浪実況図（平成２７年７月１２日０９時）に

よれば波向が南、周期が１１秒、有義波高が２.６ｍであった。 

 事故の経過 本船は、船長及び乗組員Ａほか１人（以下「乗組員Ｂ」という。）

が乗り組み、地曳網漁の目的で東浪見海岸を平成２７年７月１２日１

０時００分ごろに出発した。 

本船は、船長が船尾の操縦席に腰を掛けて操縦ハンドルを操作し、

乗組員Ａ及び乗組員Ｂが船首の左舷側から漁具を出しながら沖に向け

て東進中、１０時１５分ごろ船首から向かい波をかぶって船外機が停
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止した。 

本船は、船長が船外機を始動しようとしたが、始動できなくなり、

１０時２５分ごろ出している漁具に引っ張られて左に回頭中、右舷正

横から波を受けて左舷側に転覆した。 

乗組員Ｂは、自力で東浪見海岸に泳ぎ着いた。 

船長及び乗組員Ａは、海面に浮遊していたところを付近にいたサー

ファーに救助され、東浪見海岸にいた人が救急車を要請し、病院に搬

送された。 

船長及び乗組員Ａは、低体温症等と診断されたがその日に帰宅し

た。 

本船は、東浪見海岸に打ち上げられて破損した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本事故当時の地曳網漁は、乗船者３人及び網子（海岸で曳綱を引く

作業担当者）９人で行っていた。 

漁具は、全長が約１,０８０ｍあって袋網（長さ約１０ｍ）から左

右に分かれて袖網（長さ約１７０ｍ）及び曳綱（長さ約９００ｍ）に

よって構成されていた。 

船長、乗組員Ａ及び乗組員Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用して

いた。 

機関修理業者は、本事故当時の状況から船外機が空気吸入口から海

水を吸い込んで停止したと思った。 

船長は、本事故後、波が高い時に船を出してはいけないと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、東浪見海岸東方沖において地曳網漁の操業中、向かい波を

かぶって船外機が停止し、左舷から出している漁具に引っ張られて左

に回頭中、右舷正横から波を受けたことから、左舷側に転覆したもの

と考えられる。 

船外機は、向かい波をかぶった際、空気吸入口から海水を吸い込ん

だために停止した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、東浪見海岸東方沖において地曳網漁の操業中、

向かい波をかぶって船外機が停止し、左舷から出している漁具に引っ

張られて左に回頭中、右舷正横から波を受けたため、左舷側に転覆し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・海象の状況を十分に確認し、操業の可否を適切に判断すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

事故発生場所 

（平成２７年７月１２日 １０時２５分ごろ発生） 

太東港南防波堤灯台 

千葉県 

一宮町 


